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国立研究開発法人物質・材料研究機構 

研究者会議規程 
 

平成１８年４月１９日 

１８規程第５４号 

 

（主旨） 

  第１条 この規程は、国立研究開発法人物質・材料研究機構（以下「機構」という。）

の国立研究開発法人物質・材料研究機構会議・委員会規程（平成１８年３月２

８日 １８規程第４９号。以下「委員会規程」という。）第６条に基づく研究

者会議（以下「会議」という。）の運営について定めることを主旨とする。 

 

（設置の目的） 

  第２条 会議は、研究現場の意見、要望を吸い上げ機構の経営に適切に反映させるボト

ムアップの仕組みを整備し、機構における研究活動の一層の活性化及び円滑な

運営並びに研究者相互の交流と連携を図ることを目的として設置する。 

 

（会議の任務） 

  第３条 会議は、理事長の専権事項に関することを除き、機構における研究の実施に係

る広範な事項を調査検討し提言にまとめるとともに、その実現に向けて注力す

ることを任務とする。特に次の各項を検討の対象とする。 

（１）研究環境の改善に関すること。 

（２）研究資源の配分に関すること。 

（３）研究分野の選択に関すること。 

（４）中長期の研究計画に関すること。 

（５）研究人材の確保に関すること。 

（６）研究組織に関すること。 

（７）大学、企業、国立研究開発法人との連携に関すること。 

（８）研究者相互の交流と連携に関すること。 

 

（構成） 

  第４条 会議は、研究現場の意見を効果的に取り入れるため、第２条の設置の目的を踏

まえ国立研究開発法人物質・材料研究機構組織規程（令和５年２月２８日 ２

０２３規程第７号）第３条に定める各センターのセンター長及び技術開発・共

用部門の部門長より適任と認める者の推薦を受け、会議の議長が認めた者、議

長及び副議長（以下、「構成員」という。）をもって構成する。 

    ２ 会議の議長は、構成員以外の必要と認めた者を会議に出席させることができ

る。 

    ３ 構成員の任期は、当該構成員を認めた研究者会議議長の任期までとする。 

 

（議長及び副議長） 

  第５条 会議には、議長及び副議長それぞれ１名を置く。 

    ２ 正副議長は、理事長が指名する。 

    ３ 正副議長の任期は、原則として１年間とする。 

    ４ 会議は、議長が招集する。 

    ５ 議長は、会務を総理するとともに、会議において取りまとめられた提案、要望

を委員会規程第４条に規定する運営会議の付議事項とし、その実現に向けて注
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力する。このために議長は、必要であれば、機構の経営に関係する会合に出席

して意見を述べるものとする。 

    ６ 副議長は、議長を補佐するとともに、会議の運営に必要な事務を分掌する。 

 

（開催） 

  第６条 会議は、原則として、毎月第一木曜日に開催する。 

    ２ 前項に定める場合のほか、議長は、会議を臨時に開催することができる。 

 

（事務） 

  第７条 会議の事務は、人事・総務部門総務室が担当する。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１９日から施行し、平成１８年４月６日から適用

する。 

附 則（平成１９年９月２８日 １９規程第５８号） 

この規程は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２５日 ２０規程第３４号） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月２７日 ２３規程第２１号） 

この規程は、平成２３年４月２７日から施行し、平成２３年４月１日から適用

する。 

附 則（平成２４年７月３１日 ２４規程第４９号）  

この規程は、平成２４年８月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月１６日 ２４規程第７２号）  

この規程は、平成２４年１０月１６日から施行する。 

附 則（平成２６年 ９月２４日 ２６規程第３２号）  

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年 ３月２４日 ２７規程第１２号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月２６日 ２８規程第８６号） 

この規程は、平成２８年４月２６日から施行し、平成２８年４月１日から適用

する。 

附 則（平成２８年６月１５日 ２８規程第１０８号） 

この規程は、平成２８年６月１５日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２８日 ２９規程第１９号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月２８日 ２０２３規程第５号） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月１１日 ２０２５規程第２４号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


